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クリーンセンター滋賀の今後の運営に係る基本方針 

              

Ⅰ．基本方針策定の趣旨 

 
○ 「クリーンセンター滋賀経営改善へ向けた基本方針」（平成 24 年度～平成 

28 年度）については、クリーンセンター滋賀（以下「センター」という。）を 

運営する公益財団法人滋賀県環境事業公社（以下「公社」という。）が開業当 

初から極めて厳しい経営環境にあったことから、その存続と応急的な経営体質 

の改善を最優先課題とし、解決へ向けて策定したものである。 

 

○ 現在の基本方針が平成 28 年度で終了すること、センターを取り巻く状況も変 

 化してきたことを踏まえ、今後５年間（平成 29 年度～平成 33年度）のセンタ 

ーの運営に係る基本方針を策定する。公社においても、この基本方針に基づき、 

新たな中期経営計画（平成 29 年度～平成 33 年度）を策定する。 

 

 

Ⅱ．これまでの経過 

 
○ 平成 20 年のセンター開業時から受入量、収入ともに当初計画を大きく下回り 
極めて厳しい経営環境にあったことから、県は公共関与を強化した。 

 
○ 平成 22 年度には、県行政経営改革委員会の提言を基に設置した「クリーンセ 
 ンター滋賀経営改革方針検討委員会」から、県の資金援助の継続、第２期工事 
 を実施し容量の確保を図ることを目指すべき姿として報告(H23.3)がなされた。 

この報告を受け、経営体質の改善を図り、安定的経営基盤を確保することを 

  目的とした次の基本方針を策定(H23.10)した。 

（１）公社による中期経営計画の策定 

   ①年度経常収支の黒字確保へ向けた対応策 
   ②全体収支改善に不可欠な第２期工事の実施策 
   ③運営面における一層の安全・安心を確保するための対応策 
 （２）実効性の確保 
   ・明確な数値的経営目標・進行管理の実施 

（３）県の資金的支援 
   ・投資的・財務的経費を対象 

（４）将来的な行政課題への対応 
   ・県内の産業廃棄物管理型最終処分場について県の責任で手当が必要 
 

平成 28 年（2016 年）10 月 17 日 
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課  
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○ 公社においては、県の基本方針を踏まえ、中期経営計画を策定(H24.3)し、受 
入れ廃棄物量の確保や人件費削減等の経営改善に取り組むとともに、県からの 
出えん金の支援によって、平成 23年度以降、経常収支が黒字となり、債務超過 
も解消している。 

なお、公社が策定した計画目標は、 
①公益財団法人への移行（平成 26年２月移行済） 

②第２期工事の実施による施設整備（平成 24～25 年度完了） 

③自己資本比率（平成 28 年度末）50％以上（平成 27 年度 49％） 
であり、いずれも概ね達成予定である。 

 
 

Ⅲ．現状と課題 

 
① 営業活動や埋立処分料金割引により、搬入量が増加したが、平成 26年度 

からの急増により比重が軽い廃棄物が大量に搬入され、施設の埋立効率が悪化 

し、処分場の埋立容量が逼迫することにもなった。 

このままの状況で推移すると埋立期限である平成 35 年を待たずして埋立が 

終了する可能性があることから、搬入廃棄物の適正管理の強化や料金改定を実 

施したところである。 

 

② 現在の埋立区画においても、計画期間より早く埋立が終了する可能性があり、 
次期以降の埋立区画工事を早期に実施する必要がある。 

また、今後、埋立面積が増加していくことから、近年の集中豪雨等に対する 
    埋立中の排水処理の効率化が課題である。 
 

③ 引き続き、地元区・市のご理解・ご協力の下、事業を進める必要がある。 
 

④ 平成 26 年度以降に搬入量が増大したことにより、料金収入は大幅に増加し、 
経営状況は概ね改善したが、今後における公社の資金需要については、次期以 
降の埋立区画工事および埋立終了後の維持管理費に多額の経費が見込まれるた 
め、公社はこれに必要な経費を確保する必要がある。 
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Ⅳ 県の基本姿勢 

上記の「Ⅲ．現状と課題」を踏まえ、今後のセンター運営に係る基本姿勢は次のとお

りとする。 
 
○ 県としては、センターが県内唯一の産業廃棄物管理型最終処分場であり、今 
 後において民間企業による当該施設の整備が非常に困難な状況を考えれば、廃 
 棄物の適正処理の推進や、産業基盤の確保、災害発生時の危機管理の観点から 
も県にとって必要不可欠、かつ代替性のない施設である。 

これまでの県の基本姿勢は公社の経営改善を目的としていたが、経営状況は 
概ね改善してきたことから、今後は、第四次滋賀県廃棄物処理計画において示 
したとおり、センターを「大切な資産として長く大事に使う」ことを基本姿勢 
とする。 
 

○ また、産業廃棄物の最終処分を取り巻く状況は、県内産業廃棄物の発生量や、 
 景況あるいは近隣処分場の状況などにより大きく左右されることとなり、これ 
らを見定める必要がある。 

このような中、センターの運営にあたっては、安定的な経営基盤の確保と埋 
立容量の適正な管理を行うとともに、引き続き、地元区・市のご理解・ご協力 
の下に進めていくことが不可欠である。 
 
 

Ⅴ．県の基本方針 

今後のセンター運営に係る県の基本方針は、次に掲げる３項目とする。 
番号          基本方針として掲げる内容 
1 【公社による新たな中期経営計画の策定】 

○ 公社の経営状況は概ね改善してきたが、「Ⅳ．県の基本姿勢」を踏まえ、 
公社の主体性と責任において、引き続き、センターの安定的な経営基盤の 
確保と埋立容量の適正な管理を行うため、以下の項目について、具体的な 
実施策を明記した新たな「中期経営計画」を策定するものとする。 

 なお、計画は平成 29年度からの５年間を対象とする。 

（１）埋立期限である平成 35 年まで安定的な施設運営が可能な廃棄物の搬入 
管理 

    ①受入廃棄物の量と質の管理の強化 
    ②市場ニーズ等を踏まえた埋立処分料金の設定 
    ③公益財団法人の役割を認識した施設運営 
  （２）次期以降の埋立区画工事の計画的な実施および埋立中の排水処理の適正 

管理 
  （３）地元住民が安心して暮らせる施設運営 

（４）埋立終了後のセンター運営方針の検討 
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2 【実効性の確保】 

○ 計画の策定にあたっては、市場の動向を踏まえた収支見通しに基づく明 
確な数値的経営目標と埋立容量の管理目標を設定する。 
また、計画の遂行にあたっては、的確な進行管理を実施することで、計 

画の実効性を確保する。 
 

3  【公社の経営安定化に向けた努力と県の資金的支援の継続】 
○ 公社は、今後のセンター運営にあたっては、引き続き、経常事業収支に 
おける自律確保を基本原則とし、経営の安定化に努める。 

 
○ 公社は、次期以降の埋立区画工事および埋立終了後の維持管理費に多額 
の経費が見込まれることから、あらかじめこれに必要な経費を確保する。 
 

   ○ 県は、今後の投資的経費および開業経費に係る償還金に対して資金的支 
援を継続する。 
 

 
Ⅵ．将来的な行政課題                              

本県の産業廃棄物管理型最終処分場を取り巻く状況を将来的な視点で捉えた場合、 
次に示す点を課題として認識しているところである。 
 

① 産業廃棄物を取り巻く状況は、経済状況の動向、県が推進している３Ｒ（リ 
  デュース・リユース・リサイクル）によるごみの減量化と資源化の状況等流動 

的な要素が多く、加えて料金改定による搬入量への影響も現時点では不透明で 

あることから、センターについては、期限である平成 35 年まで埋立てすること 

を前提とし、公社・県の役割分担に応じた適切な対応により、大切な資産とし 
て長く大事に使っていく必要がある。 
 

②  埋立終了後における産業廃棄物管理型最終処分場の確保については、「Ⅳ．県 
の基本姿勢」で示したほか、大阪湾広域臨海環境整備センターの次期処分場整 
備計画および近隣民間最終処分場の動向を見定めながら、今後、早い時期に県 
の公共関与の在り方も含め、一定の方向性を示す必要がある。 
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（参考：施設概要） 

施設  産業廃棄物管理型最終処分場 

設置者  公益財団法人滋賀県環境事業公社 

所在  滋賀県甲賀市甲賀町神６４５番地 

全体埋立容量  １３０万㎥ 

廃棄物埋立容量  ９０万㎥（１００万ｔ） 

埋立計画期間  １５年間（平成２０年１０月３０日供用開始） 

受入廃棄物  滋賀県内の事業所から排出される産業廃棄物 

（これまでの経過） 

  施設整備関係 経営改善関係 

平成３年８月 「第３次滋賀県産業廃棄物処理基本計画」を策定。

公共関与による処分場確保方針を明示。県下５か

所での設置可能性について検討着手。 

  

    

    

平成４年５月 旧甲賀町、旧土山町および地元との協議開始   

平成８年３月 埋立容量 130 万㎥、埋立期間 15 年で地元と覚書締

結 

  

平成 10 年度 環境影響評価を実施（～15 年度）   

平成 15 年度 旧甲賀町と協定締結   

平成 16 年度 旧土山町および地元との協定締結   

平成 17 年度 施設整備工事着手   

平成 19 年度 

  

  

  

施設整備完了 

  

  

  

受入対象廃棄物の大幅な減少に伴う採算見込

の大幅な下方修正により、県が公共関与を強

める方針表明。開業後３年間の受入実績を見

た上で改善方針を策定することとされた。（19

年 12 月議会） 

平成 20 年度 供用開始（10 月 30 日） 出えん金拠出開始 

平成 21 年度   県行政経営改革委員会提言、「平成 22 年度上

半期中に経営改革プランを策定し、事業休止

も含め経営のあり方を抜本的に見直すこと」 

    

    

平成 22 年度   上記提言を受け、クリーンセンター滋賀経営

改革方針検討委員会より知事へ報告（3 月）     

平成 23 年度   年度経常収支の黒字確保、債務超過を解消 

平成 24 年度 第２期施設整備工事着手（～25 年度）  

平成 25 年度 公益財団法人へ移行（平成 26 年２月３日）   

平成 26 年度   

平成 27 年度   累積欠損解消 
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